
Title 張家山漢簡『蓋廬』にみえる義兵説

Author(s) 福田, 一也

Citation 中国研究集刊. 2008, 47, p. 43-59

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/61111

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



張
家
山
漢
簡

一
、
緒
言

一
九
八
三
年
、
湖
北
省
江
陵
県
張
家
山
二
四
七
号
墓
よ
り
竹
簡

一
千
二
百
三
十
六
枚
が
出
土
し
、
そ
の
中
に
「
蓋
麿
」
と
題
す
る

古
文
献
が
含
ま
れ
て
い
た
。
該
墓
は
前
漢
初
期
の
造
営
と
推
定
さ

れ
て
お
り
、
副
葬
品
や
同
時
に
出
土
し
た
「
歴
譜
」
の
記
載
か
ら
、

墓
主
は
下
級
官
吏
で
、
呂
后
二
年
（
前
一
八
六
年
）
、
或
い
は
そ
の

後
ほ
ど
な
く
死
去
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
（
注
l
)
。
本
書
の
編

纂
後
、
そ
れ
が
広
く
流
布
し
、
下
級
官
吏
で
あ
っ
た
墓
主
の
手
に

渡
る
ま
で
に
は
、
一
定
の
時
間
を
見
込
む
必
要
が
あ
ろ
う
。
従
っ

て
、
本
書
は
、
少
な
く
と
も
戦
国
期
に
は
成
立
し
て
い
た
可
能
性

が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

『
蓋
麿
』
は
、
春
秋
の
五
覇
の
一
人
に
も
数
え
ら
れ
る
呉
王
閾

麿
（
「
閾
間
」
と
も
表
記
）
と
臣
下
の
伍
子
脊
の
問
答
形
式
に
よ
っ

て
、
伍
子
脊
の
兵
法
が
語
ら
れ
る
種
の
兵
法
書
で
あ
る
。
中
で

『
蓋
鷹
』

も
注
目
を
集
め
た
の
は
、
本
書
に
典
型
的
な
兵
陰
陽
家
の
思
想
が

見
え
て
い
る
点
で
あ
り
（
注
2
)

、
拙
稿
「
張
家
山
漢
簡
『
蓋
麿
』
中

的
黄
帝
与
陰
陽
流
兵
法
」
（
『
文
与
哲
』
第
十
二
期
、
二

0
0
八
年

六
月
）
に
お
い
て
も
、
黄
帝
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
兵
陰
陽
家
の

用
兵
法
を
論
じ
た
。

こ
の
点
は
確
か
に
本
書
の
軍
事
思
想
の
大
き
な
特
色
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
も
の
の
、
本
書
は
決
し
て
そ
れ
に
終
始
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
「
兵
」
（
軍
事
）
を
正
義
を
守
る
手
段
と
位
置
づ
け
る
、

所
謂
「
義
兵
」
の
主
張
も
見
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
『
蓋
厖
』
に

お
い
て
「
兵
」
（
軍
事
）
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

か
。
こ
れ
は
『
蓋
麿
』
の
軍
事
思
想
の
根
幹
を
な
す
部
分
で
あ
り
、

先
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
蓋
腐
』
の
軍
事
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
試

み
の
一
環
と
し
て
、
本
書
に
見
え
る
義
兵
説
に
着
目
し
、
そ
の
具

体
的
内
容
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
他
書
に
見
え
る
義
兵
説
と
の

に
み
え
る
義
兵
説

中
国
研
究
集
刊
生
号
（
総
四
十
七
号
）
平
成
二
十
年
十
二
月
四
三
ー
五
九
頁

届
I

田

ネ

也
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比
較
や
、
本
書
中
の
兵
陰
陽
思
想
と
の
関
連
を
考
察
す
る
作
業
を

通
じ
て
、
『
蓋
麿
』
に
見
え
る
義
兵
説
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
編

『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
』
（
文
物
出
版
社
、
二

0
0

一
年
十
一
月
）
を
底
本
と
し
、
諸
家
の
意
見
を
参
考
に
筆
者
が
校

勘
し
た
も
の
を
用
い
る
が
、
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
場
合
を
除
い

て
逐
一
注
記
し
な
い
。

ニ
｀
『
蓋
譴
』
の
全
体
構
成

内
容
の
検
討
に
先
立
ち
、
『
蓋
麿
』
の
全
体
構
成
を
概
観
し
て
お

こ
う
。
『
蓋
麿
』
は
、
「
蓋
鷹
」
（
閾
麿
）
の
問
い
に
「
申
脊
」
（
伍

子
臀
）
が
答
え
る
問
答
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
形
式
と
内
容

か
ら
、
以
下
の
九
章
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
論
）
第
一
章
：
統
治
論

第
二
章
：
天
時

第
三
章
：
布
陣
法

第
四
章
：
兵
陰
陽
家
の
用
兵
法

第
五
章
：
兵
陰
陽
家
の
用
兵
法

第
六
章
：
戦
場
に
お
け
る
敵
情
の
観
察
と
攻
撃

第
七
章
：
戦
場
に
お
け
る
敵
軍
へ
の
対
処
法

第
八
章
：
国
内
に
お
け
る
攻
撃
対
象

第
九
章
：
国
外
に
お
け
る
攻
撃
対
象

第
一
章
は
、
「
蓋
麿
問
申
脊
日
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
総

論
的
性
格
を
備
え
た
章
で
、
広
く
天
下
統
治
を
論
じ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
第
二
章
以
下
は
、
「
●
蓋
巌
日
」
（
「
●
」
は
墨
点
）

で
始
ま
る
各
論
で
あ
る
。

第
二
章
•
第
四
章
•
第
五
章
に
は
、
典
型
的
な
兵
陰
陽
家
の
思

想
が
見
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
章
は
と
り
わ
け
研
究
者
の
注
目
を

集
め
て
い
る
。
第
三
章
は
軍
隊
の
布
陣
に
関
す
る
論
説
で
、
『
孫
子
』

と
相
通
ず
る
兵
権
謀
家
的
用
兵
法
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
第
六
章
・

第
七
章
は
、
戦
場
に
お
け
る
敵
軍
へ
の
対
処
法
を
何
れ
も
十
条
列

挙
し
て
お
り
、
田
旭
東
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
両
章
も
兵

権
謀
家
的
色
彩
が
濃
い
（
注3
)
°

そ
し
て
、
第
八
章
•
第
九
章
で
は
、

民
を
救
う
手
段
、
乱
を
救
う
手
段
と
し
て
、
国
内
外
の
攻
撃
対
象

を
各
十
条
列
挙
し
て
い
る
。

第
二
章
以
下
の
章
順
は
必
ず
し
も
整
理
小
組
の
排
列
通
り
で
な

か
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
章
単
位
で
の
組
み
替
え
は
可
能
で
あ
る
。

た
だ
し
、
第
四
章
と
第
五
章
、
第
六
章
と
第
七
章
、
第
八
章
と
第

九
章
は
何
れ
も
関
連
深
い
章
で
あ
り
、
整
理
小
組
の
配
列
は
概
ね

妥
当
と
言
え
る
。
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前
述
の
如
く
、
第
一
章
は
『
蓋
臨
』
全
体
に
お
け
る
総
論
的
性

格
を
備
え
た
章
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
呉
王
閾
麿
は
伍
子

脅
に
六
つ
の
質
問
を
行
う
。
そ
の
質
問
は
軍
事
に
関
す
る
内
容
も

含
む
が
、
む
し
ろ
広
く
統
治
に
関
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
で

は
『
蓋
麿
』
は
ど
の
よ
う
な
統
治
を
指
向
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ

は
『
蓋
麿
』
の
軍
事
思
想
を
窺
う
上
で
も
重
要
と
な
る
の
で
、
先

ず
こ
の
部
分
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

一
、
『
蓋
厖
』
に
お
け
る
統
治
論

先
述
の
如
く
、
先
行
研
究
で
は
兵
陰
陽
家
的
色
彩
の
濃
い
部
分
、

す
な
わ
ち
第
二
章
•
第
四
章
•
第
五
章
に
対
す
る
分
析
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
を
一
瞥
し
て
も
分
か
る
よ

う
に
、
『
蓋
麿
』
は
決
し
て
兵
陰
陽
家
の
兵
法
に
終
始
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
第
一
章
で
は
、
軍
事
の
み
な
ら
ず
、
広
く
統
治
論

を
展
開
し
、
ま
た
、
第
八
章
•
第
九
章
で
は
、
如
何
な
る
場
合
に

軍
事
行
動
を
興
す
べ
き
か
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
、
軍

事
に
対
す
る
基
本
姿
勢
が
表
れ
て
お
り
、
『
蓋
麿
』
の
軍
事
思
想
を

検
討
す
る
上
で
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
に

第
一
章
•
第
八
章
•
第
九
章
を
取
り
上
げ
、
分
析
を
試
み
る
こ
と

に
す
る
。

蓋
腐
、
問
申
脊
日
、
「
凡
有
天
下
、
何
毀
何
欅
、
何
上
何
下
。

治
民
之
道
、
何
慎
何
守
。
使
民
之
方
、
何
短
何
長
。
循
天
之

則
、
何
去
何
服
。
行
地
之
徳
、
【
l
】
何
苑
何
極
。
用
兵
之
[
謀
ヽ

何
（
注
4
)
]

極
何
服
。
」

申
詈
日
、
「
凡
有
天
下
、
無
道
則
毀
、
有
道
則
泉
。
行
義
則
上
、

暖
義
則
下
。
治
民
之
道
、
食
為
大
裸
。
刑
罰
為
末
、
徳
政
為

首
。
【
2
】
使
民
之
方
、
安
之
則
昌
、
危
之
則
亡
、
利
之
則
富
、

害
之
有
残
。
循
天
之
時
、
逆
之
有
禍
、
順
之
有
福
。
行
地
之

徳
、
得
時
則
歳
年
熟
、
百
姓
飽
食
。
失
時
則
危
其
國
【

3
】

家
、
傾
其
社
稜
。
凡
用
兵
之
謀
、
必
得
天
時
、
王
名
可
成
、

妖
摯
不
束
、
凰
鳥
下
之
、
母
有
疾
災
、
聾
夷
賓
服
、
國
無
盗

賊
、
賢
慇
則
起
、
暴
乱
皆
伏
。
此
謂
順
天
【

4
】
之
時
。
」
（
第

一
章
）

こ
ぽ

蓋
麿
、
申
脊
に
問
い
て
日
く
、
「
凡
そ
天
下
を
有
つ
は
、
何
ぞ
毀

の

ぽ

く

だ

ち
何
ぞ
拳
げ
、
何
ぞ
上
り
何
ぞ
下
ら
ん
。
民
を
治
む
る
の
道

は
、
何
を
慎
し
み
何
を
守
ら
ん
。
民
を
使
う
の
方
は
、
何
を

短
と
し
何
を
長
と
せ
ん
。
天
の
則
に
循
う
は
、
何
を
去
り
何

し

た

が

の

り

さ

だ

め

に
服
わ
ん
。
地
の
徳
を
行
う
は
、
何
を
疸
と
し
何
を
極
と
せ

ん
。
用
兵
の
[
謀
は
ヽ
何
を
]
極
と
し
何
に
服
わ
ん
」
と
o

申
宵
日
く
、
「
凡
そ
天
下
を
有
つ
は
、
道
無
け
れ
ば
則
ち
毀
ち
、

"Ir 

道
有
れ
ば
則
ち
泰
ぐ
。
義
を
行
え
ば
則
ち
上
り
、
義
を
廂
つ

く
だ

れ
ば
則
ち
下
る
。
民
を
治
む
る
の
道
は
、
食
を
大
裸
と
為
し
、

(45) 



刑
罰
を
末
と
為
し
、
徳
政
を
首
と
為
す
。
民
を
使
う
の
方
は
、

之
を
安
ん
ず
れ
ば
則
ち
昌
え
、
之
を
危
う
く
す
れ
ば
則
ち
亡

び
、
之
を
利
す
れ
ば
則
ち
富
み
、
之
を
害
せ
ば
残
有
り
。
天

の
時
に
循
う
は
、
之
に
逆
え
ば
禍
有
り
、
之
に
順
え
ば
福
有

り
。
地
の
徳
を
行
う
は
、
時
を
得
れ
ば
則
ち
歳
に
年
熟
あ
り

て
、
百
姓
食
に
飽
く
。
時
を
失
え
ば
則
ち
其
の
國
家
を
危
う

く
し
、
其
の
社
稜
を
傾
く
。
凡
そ
用
兵
の
謀
は
、
必
ず
天
時

こ
こ

を
得
れ
ば
、
王
名
成
す
可
く
、
妖
壁
束
ら
ず
、
凰
鳥
之
に
下

り
、
疾
災
有
る
こ
と
母
く
、
蛍
夷
賓
服
し
、
國
に
盗
賊
無
く
、

賢
慇
則
ち
起
ち
、
暴
乱
皆
な
伏
す
。
此
れ
を
天
の
時
に
順
う

と
謂
う
」
と
。

閾
麿
は
申
脅
に
尋
ね
た
。
「
天
下
を
保
持
す
る
場
合
、
ど
う
す
れ

ば
国
を
滅
ぼ
し
、
ど
う
す
れ
ば
国
が
興
り
、
ど
う
す
れ
ば
（
国
勢

が
）
上
昇
し
、
ど
う
す
れ
ば
（
国
勢
が
）
下
降
す
る
の
か
。
人
民

を
統
治
す
る
に
は
、
何
を
慎
重
に
し
何
を
堅
守
す
べ
き
か
。
人
民

を
使
役
す
る
に
は
、
何
を
避
け
何
を
行
う
べ
き
か
。
天
の
法
則
に

従
う
に
は
、
何
を
除
き
何
に
従
う
べ
き
か
。
地
の
徳
を
行
う
に
は
、

何
を
規
範
と
し
何
を
手
本
と
す
べ
き
か
。
用
兵
の
計
謀
は
、
何
を

手
本
と
し
何
に
従
う
べ
き
か
」
と
。

申
脅
は
答
え
て
言
っ
た
。
「
お
よ
そ
天
下
を
保
持
す
る
場
合
、
道

を
失
う
者
は
（
天
に
）
滅
ぼ
さ
れ
、
道
に
適
う
者
は
興
起
し
、
義
を

実
行
す
る
者
は
（
国
勢
が
）
上
昇
し
、
義
を
実
行
し
な
い
者
は
（
国

勢
が
）
下
降
し
ま
す
。
人
民
を
統
治
す
る
方
法
は
、
食
を
宝
と
し

て
刑
罰
を
後
回
し
に
し
、
恩
徳
に
よ
る
政
治
を
優
先
す
る
こ
と
で

す
。
人
民
を
使
役
す
る
方
法
は
、
（
農
繁
期
を
避
け
て
民
を
動
員
す

る
な
ど
）
民
生
を
安
定
さ
せ
れ
ば
国
家
は
繁
栄
し
、
民
生
を
不
安

定
に
さ
せ
れ
ば
国
家
は
滅
亡
し
、
人
民
に
利
益
を
与
え
れ
ば
国
家

は
富
裕
と
な
り
、
人
民
に
危
害
を
加
え
れ
ば
天
残
が
降
り
ま
す
。

天
の
法
則
に
従
う
と
は
、
（
天
の
法
則
に
）
逆
行
す
れ
ば
禍
が
生
じ
、

随
順
す
れ
ば
福
が
あ
り
ま
す
。
大
地
の
恵
み
に
従
う
と
は
、
時
宜

を
得
れ
ば
そ
の
歳
の
穀
物
は
実
っ
て
民
は
食
に
満
足
し
、
時
宜
を

失
え
ば
国
家
は
危
難
に
陥
り
、
社
稜
を
傾
け
て
し
ま
い
ま
す
。
用

兵
の
計
謀
と
は
、
必
ず
天
の
時
宜
を
得
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
王
者

の
名
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
不
吉
な
予
兆
は
現
れ
ず
、
鳳
凰
が
下

り
、
流
行
病
や
災
害
は
起
こ
ら
ず
、
辺
境
の
蛮
夷
は
服
従
し
、
国

に
盗
賊
は
な
く
な
り
、
賢
人
が
活
躍
し
、
暴
動
や
混
乱
は
皆
な
収

束
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
を
天
の
時
宜
に
随
順
す
る
と
言
い
ま
す
」

と。
閾
麿
の
質
問
と
そ
れ
に
対
す
る
伍
子
晋
の
答
え
を
ま
と
め
る
と
、

次
表
の
よ
う
に
な
る
。

先
ず
閾
麿
の
六
つ
の
質
問
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
①
は
「
天

下
を
有
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
下
全
体
の
統
治
に
関
わ
る
総
論

で
あ
る
の
に
対
し
、
以
下
で
は
、
「
民
」
（
②
③
）
、
「
天
」
（
④
）
、
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表

⑥ 胃④ 畠鸞 虚用 循 昌兵 地 天 民 民 天
之 之 之 之 之 下 の
謀 徳 則 方 道 質

＾ 時
問

ヽ

國凰 必
失時 得時

逆 利 安 食 行無
無鳥得 之 之之 為 義道
盗下天 則 則 有 則則 大 則則

賊、之、時、危 歳 禍 雪甲 E自ヨ 裸 上、毀、
伍其 年

ヽ 、、
゜

慇賢母 王 國熟 順 害 危 刑
暖義 道有

子
有名 ‘琢―L ヽ 之 之 之 罰 脊

則疾可 ‘百 有 有則 為 則則 の
起災成 傾 姓 岡残0 亡0 

末 下0 攀0 
回

、、 ヽ

其 飽 答

胤暴皆 盤夷 妖戟 社 食゚
徳
政

伏服賓不
覆 為

首。、 束
゜

「
地
」
（
⑤
）
、
「
兵
」
（
⑥
）
の
よ
う
に
各
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
民
」
と
「
兵
」
と
を
一
括
し
て
「
人
」
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
②

S
⑥
は
「
天
」
・
「
地
」
・
「
人
」
に
関
す
る
質
問
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。次

に
各
内
容
を
見
て
み
る
と
、
①
は
「
天
下
を
有
つ
」
と
い
う

表
現
に
も
顕
著
な
よ
う
に
、
閾
腐
は
呉
国
一
国
の
統
治
で
は
な
く
、

天
下
全
体
を
統
治
す
る
方
策
を
伍
子
脊
に
尋
ね
て
い
る
。
自
国
の

み
な
ら
ず
、
天
下
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
統
治
論
で
あ
る
点
は
、

本
書
を
理
解
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
重
要
な
点
で
あ
る
。
伍
子

晋
は
こ
の
質
問
に
対
し
、
天
下
を
統
治
す
る
に
は
「
道
」
の
有
無
、

「
義
」
の
実
践
が
鍵
と
な
る
と
答
え
る
。
た
だ
し
、
「
道
」
は
国
家

の
興
隆
・
滅
亡
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
義
」
の
側
は
国

勢
の
昇
降
を
左
右
す
る
と
い
う
や
や
軽
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
点
よ
り
判
断
す
る
と
、
伍
子
脊
は
「
義
」
よ
り
も
「
道
」
の

実
践
を
よ
り
重
視
し
て
い
る
と
言
え
る
。
な
お
、
直
接
的
な
言
及

は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
国
家
の
存
亡
を
決
定
す
る
主
体
と
し
て

は
、
天
（
上
天
）
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

続
く
②
は
民
の
統
治
法
、
③
は
民
の
使
役
法
で
、
何
れ
も
民
に

関
わ
る
議
論
で
あ
る
。
民
を
統
治
す
る
に
は
食
の
確
保
が
重
要
で

あ
り
、
施
し
（
「
徳
政
」
）
に
務
め
、
刑
罰
を
省
く
べ
き
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
ま
た
民
を
使
役
す
る
に
は
、
民
生
の
安
定
・
民
の
利

益
を
優
先
す
べ
き
で
、
そ
れ
が
適
切
で
あ
れ
ば
国
は
繁
栄
し
裕
福

と
な
る
が
、
適
切
さ
を
欠
け
ば
国
は
滅
亡
し
、
災
い
が
降
る
と
す

る
。
②

S
⑥
の
各
論
中
、
先
ず
民
に
関
す
る
論
が
二
条
続
く
こ
と

か
ら
も
、
本
書
に
お
い
て
民
治
が
如
何
に
重
視
さ
れ
て
い
る
か
が

諒
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

後
半
④
⑤
⑥
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
」
・
「
地
」
・
「
兵
」
に
関
す
る

各
論
だ
が
、
何
れ
も
天
時
に
従
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
中
で
も
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本
節
で
は
、
第
八
章
と
第
九
章
を
一
括
し
て
検
討
す
る
。
両
章

四
、
『
蓋
薩
』
に
お
け
る
軍
事
の
位
置
づ
け

注
目
す
べ
き
は
、
⑥
「
用
兵
之
謀
」
に
お
い
て
天
時
に
適
う
用
兵

を
行
っ
た
際
に
も
た
ら
さ
れ
る
種
々
の
効
用
で
あ
る
。
「
王
名
成
す

可
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
時
を
得
た
用
兵
は
、
新
王
朝
の
創
始

者
た
る
王
者
に
さ
え
な
り
得
る
と
伍
子
脊
は
説
く
。
「
妖
摯
束
ら
ず
、

こ
こ

凰
鳥
之
に
下
り
、
疾
災
有
る
こ
と
母
」
し
は
、
何
れ
も
吉
祥
の
描

写
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
凰
鳥
（
鳳
凰
）
の
出
現
は
、
天
命
が
改

ま
り
新
王
朝
が
創
始
さ
れ
る
予
兆
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
統
治
範
囲
は
、
「
盤
夷
賓
服
す
」
と
あ
る
よ
う
に
塑
夷
に
ま
で

及
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
天
時
を
得
た
用
兵
は
、
天
の
承
認
を
得
て
新

王
朝
を
樹
立
し
、
天
下
全
体
の
支
配
者
と
さ
え
成
り
得
る
と
伍
子

脊
は
説
く
の
で
あ
る
。

呉
王
閾
腐
は
春
秋
の
五
覇
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
通
常
は
覇
者

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
伍
子
脅
は

覇
者
で
は
な
く
王
者
の
兵
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
は
『
蓋
麿
』

の
軍
事
思
想
を
検
討
す
る
際
、
先
ず
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え
、
次
節
で
は
『
蓋
麿
』

に
お
け
る
兵
（
軍
事
）
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に

す
る
。

は
何
れ
も
「

S
攻
之
」
の
句
型
を
用
い
て
攻
撃
す
べ
き
対
象
を
十

者
列
挙
し
、
末
尾
に
は
「
此
十
者
、
救
民
道
也
」
（
第
八
章
）
・
「
此

十
者
、
救
胤
之
道
」
（
第
九
章
）
と
類
似
語
句
が
見
え
、
さ
ら
に
内

容
上
も
非
常
に
関
連
深
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

連
勁
名
氏
は
、
古
代
中
国
に
お
い
て
兵
（
軍
事
）
と
刑
（
刑
罰
）

は
一
連
の
も
の
で
あ
っ
た
（
所
謂
「
兵
刑
一
致
」
）
と
し
、
第
八
章

「
救
民
道
」
は
『
漢
書
』
刑
法
志
の
「
小
者
致
之
市
朝
」
、
第
九
章

「
救
乱
之
道
」
は
「
大
者
陣
諸
原
野
」
（
同
）
に
相
当
す
る
と
指
摘

す
る
（
注
5)°

氏
の
指
摘
は
的
確
で
あ
り
、
第
八
章
で
は
国
内
に
対

す
る
刑
罰
、
第
九
章
で
は
国
外
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
兵
（
軍
事
）

を
用
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
具
体
的
内

容
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
、
分

析
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

第
八
章
「
救
民
道
」
に
お
い
て
、
伍
子
脊
は
攻
撃
対
象
を
列
挙

し
た
後
、
「
此
十
者
、
救
民
道
也
」
と
締
め
括
る
。
だ
が
、
実
際
に

9

は
九
条
し
か
見
え
ず
、
脱
誤
が
あ
る
か
、
或
い
は
「
＋
者
」
と
は

概
数
の
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
、
行
論
の
便
宜
上
、
訓
読
•
口
語

訳
中
の
各
条
文
に
番
号
を
付
し
て
お
く
。

●
蓋
廠
日
、
「
天
之
生
民
、
無
有
恒
親
。
相
利
則
吉
、
相
害
則

滅
。
吾
欲
殺
其
害
民
者
、
若
何
。
」

申
詈
日
、
「
貴
而
母
義
、
富
而
不
施
者
、
攻
之
。
不
孝
父
兄
、
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不
【

46
】
敬
長
侵
（
斐
）
者
、
攻
之
。
不
慈
稚
弟
‘
不
入
倫

雉
（
第
）
者
、
攻
之
。
商
販
買
市
、
約
買
（
債
）
強
買
不
已
者
、

攻
之
。
居
里
不
正
直
、
強
而
不
聴
□
（
法
）
正
（
政
）
、
出
入

不
請
者
、
攻
之
。
公
耳
公
孫
、
【
4
7
】
典
耳
□
門
、
暴
敷
不
郡

者
、
攻
之
。
為
吏
不
直
、
柾
法
式
、
留
難
必
得
者
、
攻
之
。

不
喜
田
作
、
出
入
甚
客
者
、
攻
之
。
常
以
奪
人
、
衆
以
無
親
、

喜
反
人
者
、
攻
之
。
【
4
8
】
此
十
者
、
救
民
道
也
。
【

49
】
」
（
第

八
章
）

●
蓋
臨
日
く
、
「
天
の
民
を
生
ず
る
や
、
恒
親
有
る
こ
と
無
し
。

相
利
す
れ
ば
則
ち
吉
あ
り
、
相
害
す
れ
ば
則
ち
滅
ぶ
。
吾
れ

其
の
民
を
害
す
る
者
を
殺
さ
ん
と
欲
す
、
若
何
せ
ん
」
と
。

申
脅
日
く
、
「
①
貴
き
も
義
母
く
、
富
む
も
施
さ
ざ
る
者
は
、

之
を
攻
む
。
②
父
兄
に
孝
な
ら
ず
、
長
斐
に
敬
な
ら
ざ
る
者

は
、
之
を
攻
む
。
③
稚
弟
を
慈
ま
ず
、
倫
第
に
入
ら
ざ
る
者

は
、
之
を
攻
む
。
④
買
市
に
商
販
す
る
に
、
約
債
強
買
し
て

已
ま
ざ
る
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑤
里
に
居
り
て
正
直
な
ら
ず
、

強
に
し
て
法
政
を
聴
か
ず
、
出
入
す
る
に
請
わ
ざ
る
者
は
、

之
を
攻
む
。
⑥
公
耳
公
孫
に
し
て
、
典
耳
□
門
、
暴
敷
に
し

て
郡
せ
ざ
る
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑦
吏
為
る
も
直
な
ら
ず
、

法
式
を
柾
げ
、
留
難
し
て
必
ず
得
ん
と
す
る
者
は
、
之
を
攻

む
。
⑧
田
作
を
喜
ば
ず
、
出
入
し
て
甚
だ
客
た
る
者
は
、
之

を
攻
む
。
⑨
常
に
以
て
人
よ
り
奪
い
、
衆
は
以
て
親
し
む
無

く
、
人
に
反
す
る
を
喜
ぶ
者
は
、
之
を
攻
む
。
此
の
十
者
は
、

民
を
救
う
道
な
り
」
と
。

閾
廠
は
言
っ
た
。
「
天
は
民
を
生
み
出
し
た
が
、
（
生
み
出
し
た

か
ら
と
い
っ
て
民
に
）
常
に
親
し
む
わ
け
で
は
な
い
。
民
が
互
い

に
利
益
を
共
有
し
あ
え
ば
吉
を
与
え
、
互
い
に
危
害
を
加
え
あ
え

ば
こ
れ
を
滅
ぼ
す
。
私
は
そ
の
民
に
危
害
を
与
え
る
輩
を
誅
殺
し

よ
う
と
思
う
が
、
如
何
に
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
。

伍
子
宵
は
答
え
て
言
っ
た
。
「
①
身
分
は
高
い
が
正
義
が
な
く
、

裕
福
だ
が
施
し
を
行
わ
な
い
者
は
攻
伐
し
ま
す
。
②
父
兄
に
孝
を

尽
く
さ
ず
、
年
長
者
を
敬
わ
な
い
者
は
攻
伐
し
ま
す
。
③
年
少
者

を
慈
し
ま
ず
、
悌
の
秩
序
を
乱
す
者
は
攻
伐
し
ま
す
。
④
市
で
商

売
を
行
う
際
、
安
価
で
仕
入
れ
高
値
で
売
り
つ
け
る
こ
と
を
止
め

な
い
者
は
攻
伐
し
ま
す
。
⑤
里
に
お
い
て
正
直
で
は
な
く
、
強
情

で
法
令
に
従
わ
ず
、
里
を
出
入
す
る
際
に
許
可
を
得
な
い
者
は
攻

伐
し
ま
す
。
⑥
貴
族
の
子
弟
で
、
輿
耳
□
門
、
暴
虐
で
周
り
と
協

調
し
な
い
者
は
攻
伐
し
ま
す
。
⑦
吏
で
あ
り
な
が
ら
公
正
で
な
く
、

規
則
を
柾
げ
、
難
癖
を
つ
け
て
必
ず
見
返
り
を
求
め
る
者
は
攻
伐

し
ま
す
。
⑧
農
作
業
を
厭
い
、
彼
方
此
方
に
移
動
し
て
定
住
し
な

い
者
は
攻
伐
し
ま
す
。
⑨
い
つ
も
他
人
の
も
の
を
奪
い
、
周
囲
に

親
し
ま
れ
ず
、
他
者
に
反
対
す
る
こ
と
を
好
む
者
は
攻
伐
し
ま
す
。

以
上
の
十
者
は
民
を
救
う
道
で
す
」
と
。
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こ
こ
で
は
「
民
を
救
う
道
」
が
列
挙
さ
れ
る
が
、
ま
ず
注
目
さ

れ
る
の
は
冒
頭
に
お
け
る
閾
菌
の
質
問
で
あ
る
。
「
天
の
民
を
生
ず

る
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
閾
廠
は
民
を
生
み
出
し
た
の
は
天
で
あ

る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
は
民
を
生
み
出
し
た
か
ら
と
い

っ
て
無
条
件
で
民
に
親
し
む
の
で
は
な
く
、
互
い
に
親
し
み
あ
え

ば
吉
を
与
え
、
危
害
を
加
え
あ
え
ば
滅
亡
さ
せ
る
と
も
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、
天
は
民
を
生
み
出
し
た
後
も
そ
の
所
業
を
監
視
し
、

「
吉
」
・
「
滅
」
と
い
う
形
で
査
定
を
下
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
か

か
る
認
識
を
前
提
に
、
閾
麿
は
自
分
が
不
退
の
翡
を
排
除
せ
ん
と

意
気
込
む
が
、
こ
の
部
分
に
は
少
々
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
閾

廠
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
相
互
に
侵
害
し
あ
う
民
に
罰
を

降
す
の
は
、
本
来
、
天
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
閾
廠
は
自
分

の
手
で
そ
れ
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
閾
廠
は
、
天
の

代
行
者
と
し
て
誅
伐
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
『
蓋
廠
』
で
は
、
そ
の
軍
事
行
動
を
天
に
根
拠
づ
け
て
正
当

化
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
『
蓋
甑
』
の
軍
事
思
想
を
考
察
す
る
上

で
看
過
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
閾
廠
の
質
問
に
対
し
、
伍
子
脊
は
誅
罰
を
加
え

る
べ
き
対
象
を
列
挙
す
る
。
そ
の
対
象
は
、
身
分
の
高
い
者
（
①
)
、

裕
福
な
者
（
①
）
、
貴
族
の
子
弟
（
⑥
）
な
ど
の
上
層
階
級
か
ら
、

一
般
人
を
対
象
と
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
（
③
）
（
⑤
）
（
⑧
）
（
⑨
）
、

及
び
商
売
人
（
④
）
や
吏
（
⑦
）
に
関
す
る
も
の
ま
で
多
岐
に
渡

る
。
だ
が
、
何
れ
も
個
人
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
範
囲
も

「
里
に
居
り
て
正
直
な
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、
「
里
」

な
ど
の
比
較
的
小
さ
な
行
政
単
位
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
八
章
「
救
民
道
」
で
は
、
国
内
（
よ
り

限
定
す
れ
ば
「
里
」
）
の
秩
序
を
乱
す
者
を
列
挙
し
、
こ
れ
に
誅
罰

を
加
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
次
に
第
九
章
「
救
乱
之
道
」
を
見
て
み
よ
う
。
本
章

末
尾
に
「
此
十
者
」
と
あ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
十
三
条
が
列
挙

さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
数
が
一
致
し
な
い
。
な
お
、
前
章
と
同

様
に
、
各
条
文
に
番
号
を
付
し
て
お
く
。

●
蓋
廠
日
、
「
以
徳
【
攻
何
如
】
。
」

【
申
晋
日
、
「
以
】
徳
攻
者
、
其
母
徳
者
、
自
置
為
君
、
自
立

為
王
者
、
攻
之
。
暴
而
無
親
、
貪
而
不
仁
者
、
攻
之
。
賦
倣

重
、
【
5
0
】
強
奪
人
者
、
攻
之
。
刑
正
（
政
）
危
‘
使
民
苛
者
、

攻
之
。
緩
令
而
急
徴
、
使
務
勝
者
、
攻
之
。
因
宥
虎
狼
之
心
、

内
有
盗
賊
之
智
者
、
攻
之
。
暴
乱
母
【
5
1
】
親
而
喜
相
註
（
欺
）

者
、
攻
之
。
衆
努
卒
罷
、
慮
衆
患
多
者
、
攻
之
。
中
空
守
疏

而
無
親
□
□
者
、
攻
之
。
群
臣
申
、
三
日
用
暴
兵
者
、
攻
之
。

地
大
而
無
【
5
2
】
守
備
、
城
衆
而
無
合
者
、
攻
之
。
國
□
室

母
度
、
名
（
大
）
其
憂
樹
、
重
其
正
（
征
）
賦
者
、
攻
之
。

國
大
而
徳
衰
、
【
而
】
【

53
】
敷
餓
者
、
攻
之
。
此
十
者
、
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●
蓋
廠
日
く
、
「
徳
を
以
て
【
攻
む
と
は
何
如
せ
ん
】
」
と
。

【
申
脊
日
く
、
「
徳
を
【
以
て
】
攻
む
と
は
、
①
其
の
徳
母
き

者
、
自
ら
置
き
て
君
と
為
り
、
自
ら
立
ち
て
王
と
為
る
者
は
、

之
を
攻
む
。
②
暴
に
し
て
親
し
む
無
く
、
貪
り
て
不
仁
な
る

者
は
、
之
を
攻
む
。
③
賦
倣
重
く
、
人
よ
り
強
奪
す
る
者
は
、

之
を
攻
む
。
④
刑
政
危
き
、
民
を
使
う
こ
と
苛
な
る
者
は
、

之
を
攻
む
。
⑤
令
を
緩
く
し
て
徴
を
急
に
し
、
務
め
を
し
て

勝
ら
し
む
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑥
四
に
虎
狼
の
心
有
り
、
内

に
盗
賊
の
智
有
る
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑦
暴
乱
し
て
親
し
む

つ
か

母
く
相
欺
く
を
喜
ぶ
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑧
衆
勢
し
卒
罷
れ
、

う
ち

慮
衆
＜
患
多
き
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑨
中
は
空
し
く
守
り
は

疏
に
し
て
□
口
に
親
し
む
こ
と
無
き
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑩

群
臣
申
す
も
、
三
日
に
し
て
暴
兵
を
用
う
る
者
は
、
之
を
攻

む
。
⑪
地
は
大
な
る
も
守
備
無
く
、
城
衆
き
も
合
う
無
き
者

は
、
之
を
攻
む
。
⑫
國
□
室
に
度
母
く
、
其
の
豪
樹
を
大
に

し
、
其
の
征
賦
を
重
く
す
る
者
は
、
之
を
攻
む
。
⑬
國
は
大

ひ
で

な
る
も
徳
は
衰
え
、
天
旱
り
て
敷
し
ば
餓
う
る
者
は
、
之
を

攻
む
。
此
の
十
者
は
、
乱
を
救
う
の
道
な
り
」
と
。

閾
麿
は
言
っ
た
。
「
徳
を
基
準
と
し
て
攻
撃
を
加
え
る
と
は
ど
う

救
乱
之
道
也
。
」
（
第
九
章
）

い
う
こ
と
か
」
と
。

伍
子
脊
は
言
っ
た
。
「
徳
を
基
準
と
し
て
攻
撃
を
加
え
る
と
は
、

①
徳
が
無
い
の
に
自
ら
君
主
や
王
に
な
っ
た
り
す
る
者
、
こ
う
し

た
翡
に
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
で
す
。
②
暴
虐
で
民
に
親
し
ま
ず
、

私
欲
を
貪
っ
て
不
仁
な
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま
す
。
③
租
税
を

重
く
し
、
人
民
か
ら
物
資
を
強
奪
す
る
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま

す
。
④
刑
罰
が
不
公
平
で
、
民
を
酷
使
す
る
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐

し
ま
す
。
⑤
（
物
資
徴
収
等
）
の
命
令
は
緩
慢
だ
が
、
取
り
立
て

は
急
で
、
過
剰
な
任
務
を
押
し
つ
け
る
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま

す
。
⑥
他
国
（
の
土
地
や
物
資
）
を
虎
狼
の
心
で
狙
い
、
国
内
で

は
盗
賊
の
智
恵
を
働
か
せ
て
搾
取
す
る
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま

す
。
⑦
暴
虐
で
周
囲
に
親
し
ま
ず
、
（
他
国
を
）
欺
く
こ
と
を
好
む

者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま
す
。
⑧
民
衆
は
疲
弊
し
、
兵
卒
は
疲
れ
、

憂
い
や
患
い
が
多
い
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま
す
。
⑨
国
内
の
物

資
は
空
っ
ぽ
で
、
国
防
を
疎
か
に
し
、
ロ
ロ
に
親
し
む
こ
と
が
な

い
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま
す
。
⑩
群
臣
が
諌
め
て
も
、
す
ぐ
さ

ま
暴
兵
を
振
る
う
者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま
す
。
⑪
国
土
は
広
い

が
守
備
は
疎
か
で
、
城
は
多
い
が
統
率
を
欠
く
者
は
、
こ
れ
を
攻

伐
し
ま
す
。
⑫
宮
室
は
奢
修
で
限
度
が
無
く
、
望
楼
を
大
き
く
す

る
こ
と
に
務
め
、
（
建
設
費
の
捻
出
の
た
め
に
）
租
税
を
重
く
す
る

者
は
、
こ
れ
を
攻
伐
し
ま
す
。
⑬
国
土
は
広
い
が
徳
は
衰
え
、
天

が
干
魃
を
降
し
て
し
ば
し
ば
民
が
飢
餓
状
態
に
陥
る
者
は
、
こ
れ
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を
攻
伐
し
ま
す
。
こ
の
十
者
は
乱
を
救
う
道
で
す
」
と
。

こ
こ
で
伍
子
晋
は
、
「
徳
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
無
徳
の
所
業
を

十
条
（
実
際
に
は
十
三
条
）
列
挙
し
、
か
か
る
行
為
を
行
う
者
に

は
攻
撃
を
加
え
、
排
除
す
べ
き
と
す
る
。
そ
の
対
象
は
「
自
ら
置

き
て
君
と
為
り
、
自
ら
立
ち
て
王
と
為
る
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、

為
政
者
の
立
場
に
あ
る
者
で
あ
り
、
「
國
□
室
に
度
母
く
」
・
「
國

大
な
る
も
徳
衰
え
」
と
の
表
現
か
ら
、
そ
れ
は
主
に
一
国
の
君
主

を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
十
三
条
の
内
容

は
多
岐
に
渡
る
が
、
内
容
別
に
分
類
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

(
A
)
民
に
親
し
ま
な
い
君
主
↓
②

(
B
)

民
か
ら
物
資
等
を
搾
取
す
る
君
主
↓
②
③
⑤
⑥
⑫

(
C
)
民
を
無
理
に
使
役
す
る
君
主
↓
④
⑧

(
D
)
他
国
と
親
し
ま
ず
、
他
国
を
欺
く
君
主
↓
⑦

(
E
)
不
当
な
軍
事
行
動
を
行
う
君
主
↓
⑤
⑥
⑧
⑩

(
F
)
国
の
防
備
を
怠
る
君
主
↓
⑨
⑪

(
G
)
徳
が
無
い
の
に
自
立
し
て
君
•
王
と
な
る
者
↓
①

(
H
)
干
魃
に
見
舞
わ
れ
餓
死
者
を
出
す
君
主
↓
⑬

(
A
)
（

B
)
（
C
)
は
何
れ
も
民
に
対
す
る
も
の
で
、
民
の
統

治
が
当
を
得
な
い
君
主
が
攻
撃
対
象
に
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の
点

は
、
第
一
章
で
民
生
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
と
一
致
す
る
。

(
D
)
は
外
交
に
関
す
る
も
の
で
、
他
国
と
協
調
せ
ず
、
他
国

を
欺
く
こ
と
を
図
る
君
主
は
攻
撃
す
べ
き
と
す
る
。

(
E
)

（F
)
は
軍
事
に
関
連
し
、
他
国
へ
の
不
当
な
侵
略
を
目

論
む
君
主
、
及
び
自
国
の
防
備
を
怠
る
君
主
が
討
伐
の
対
象
と
さ

れ
る
。
他
国
へ
の
侵
略
は
も
と
よ
り
、
国
防
の
怠
慢
も
結
局
は
他

国
か
ら
の
侵
略
を
招
く
。
す
な
わ
ち
伍
子
脊
は
、
天
下
全
体
の
安

寧
•
平
和
を
守
る
手
段
と
し
て
軍
事
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、

第
一
章
で
閾
廠
が
天
下
全
体
の
統
治
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
と
対

応
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
G
)
で
は
、
徳
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
君
や
王
を
自
称

す
る
者
が
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
。
こ
れ
も
国
際
情
勢
を
不
安
に
陥

れ
る
懸
念
材
料
だ
が
、
こ
の
記
述
は
、
当
時
、
こ
う
し
た
状
況
が

頻
発
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
H
)
の
よ
う
に
、
干
魃
で
餓
死
者
を
出
す
君
主
も
攻
撃
対
象

と
さ
れ
る
。
古
代
中
国
で
は
、
干
魃
は
単
な
る
自
然
災
害
で
は
な

く
、
君
主
の
悪
政
に
対
す
る
天
の
懲
罰
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
干
魃
の
発
生
は
、
天
意
を
得
て
い
な
い
証
明
で
あ

る
と
言
え
る
。
第
一
章
で
は
、
天
時
に
従
う
用
兵
は
天
意
を
得
て
、

天
下
全
体
の
統
治
者
と
成
り
得
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
背
後
に
は
強
い
上
天
信
仰
が
存
在
す
る
が
、
干
魃
に
言
及
す
る

こ
の
部
分
に
も
そ
れ
は
見
え
隠
れ
す
る
。
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本
節
で
は
、
他
書
に
見
え
る
義
兵
説
と
の
比
較
を
通
し
て
、
『
蓋

廠
』
に
お
け
る
義
兵
説
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
。

『
荀
子
』
議
兵
篇
に
は
、
軍
事
に
関
す
る
陳
器
と
孫
卿
子
（
荀

子
）
の
次
の
よ
う
な
対
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

陳
器
、
問
孫
卿
子
日
、
「
先
生
議
兵
、
常
以
仁
義
為
本
。
仁
者

愛
人
、
義
者
循
理
。
然
則
又
何
以
兵
為
。
凡
所
為
有
兵
者
、

為
争
奪
也
。
」
孫
卿
子
日
、
「
非
女
所
知
也
。
彼
仁
者
愛
人
。

愛
人
故
悪
人
之
害
之
也
。
義
者
循
理
。
循
理
故
悪
人
之
胤
之

五
、
他
書
に
見
え
る
義
兵
説

以
上
、
第
八
章
と
第
九
章
を
検
討
し
た
。
第
八
章
で
は
、
国
内

（
よ
り
厳
密
に
は
「
里
」
内
）
に
お
け
る
の
不
退
の
輩
、
第
九
章

で
は
国
外
に
お
け
る
不
徳
の
君
主
に
対
し
て
、
刑
罰
と
し
て
の
兵

（
軍
事
）
を
用
い
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
前

述
の
如
く
「
兵
刑
一
致
」
に
基
づ
く
兵
論
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
内

容
は
、
正
義
の
実
現
を
目
指
す
所
謂
「
義
兵
」
で
あ
り
、
第
一
章

の
統
治
論
と
同
じ
く
、
天
下
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
の
「
義

兵
」
説
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
義
兵
」
説
自
体
は
決
し
て
珍
し
い
主

張
で
は
な
く
、
他
書
に
も
散
見
す
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
他
書

に
見
え
る
義
兵
説
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

所
以
禁
暴
除
害
也
。

非
争
奪
也
。
」

（『荀

也
。
彼
兵
者
、

議
兵
篇
）

陳
器
、
孫
卿
子
に
問
い
て
日
く
、
「
先
生
は
兵
を
議
す
る
に
、

常
に
仁
義
を
以
て
本
と
為
す
。
仁
者
は
人
を
愛
し
、
義
者
は

も
ち

理
に
循
う
。
然
ら
ば
則
ち
又
た
何
ぞ
兵
を
以
う
る
を
為
さ
ん

ゃ
°
凡
そ
兵
有
り
と
為
す
所
の
者
は
、
争
奪
の
為
め
な
り
」

と
。
孫
卿
子
日
く
、
「
女
の
知
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
彼
の
仁

者
は
人
を
愛
す
。
人
を
愛
す
る
が
故
に
人
の
之
を
害
す
る
を

悪
む
な
り
。
義
者
は
理
に
循
う
。
理
に
循
う
が
故
に
人
の
之

を
胤
す
を
悪
む
な
り
。
彼
の
兵
な
る
者
は
、
暴
を
禁
じ
害
を

除
く
所
以
な
り
。
争
奪
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。

陳
器
は
孫
卿
子
（
荀
子
）
に
向
か
っ
て
、
「
先
生
は
常
々
仁
義
こ

そ
が
根
本
だ
と
述
べ
て
お
り
ま
す
が
、
仁
者
は
人
を
愛
し
、
義
者

は
道
義
に
従
う
も
の
で
、
ど
う
し
て
兵
を
論
じ
た
り
し
ま
し
ょ
う

か
。
兵
が
必
要
な
の
は
争
奪
の
た
め
で
し
ょ
う
」
と
そ
の
矛
盾
点

を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
荀
子
は
「
仁
者
は
人
を
愛
す
る
が

ゆ
え
に
人
が
仁
を
害
す
る
の
を
憎
み
、
義
者
は
道
義
に
従
う
が
ゆ

え
に
人
が
道
義
を
乱
す
の
を
憎
む
の
だ
」
と
切
り
返
し
、
兵
（
軍

事
）
と
は
暴
乱
を
禁
じ
、
民
の
害
を
除
く
手
段
で
あ
る
と
説
く
。

こ
れ
は
基
本
的
に
『
蓋
甑
』
の
義
兵
説
と
相
通
ず
る
思
考
と
言
え

る。
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兵
者
凶
器
也
。
争
者
逆
徳
也
。
事
必
有
本
。
故
王
者
伐
暴
副
‘

科
口
網
°
戦
國
則
以
立
威
抗
敵
相
圏
、
而
不
能
隊
兵
。
（
『
尉

線
子
』
兵
令
上
篇
）

兵
な
る
者
は
凶
器
な
り
。
争
な
る
者
は
逆
徳
な
り
。
事
必
ず

本
有
り
。
故
に
王
者
の
暴
裔
を
伐
つ
は
、
仁
義
に
本
づ
く
。

戦
國
は
則
ち
威
を
立
て
敵
に
抗
す
る
を
以
て
相
圏
り
、
而
し

て
兵
を
隔
す
る
能
わ
ず
。

兵
令
上
篇
で
は
、
「
兵
な
る
者
は
凶
器
な
り
。
争
な
る
者
は
逆
徳

な
り
」
と
、
兵
は
不
祥
の
道
具
で
あ
り
、
争
い
事
は
徳
に
逆
ら
う

も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
「
故
に
王
者
の
暴

胤
を
伐
つ
は
、
仁
義
に
本
づ
く
」
と
、
王
者
の
兵
は
暴
乱
を
鎮
め

る
た
め
の
も
の
で
仁
義
を
根
本
に
し
て
い
る
と
し
、
か
か
る
論
理

を
用
い
て
軍
事
を
正
当
化
し
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
義
兵
を
肯

定
す
る
点
で
『
蓋
廠
』
と
軌
を
一
に
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
『
荀

子
』
議
兵
篇
・
『
尉
線
子
』
兵
令
上
篇
に
は
、
何
れ
も
『
蓋
麿
』
の

よ
う
に
国
内
と
国
外
に
場
合
分
け
し
て
論
ず
る
と
い
っ
た
思
考
は

見
え
ず
、
こ
の
点
は
『
蓋
廠
』
と
は
些
か
異
な
る
。
よ
り
『
蓋
廠
』

に
近
似
し
た
思
考
を
展
開
す
る
の
は
、
次
の
『
管
子
』
で
あ
る
。

ま
た
『
尉
線
子
』
兵
令
上
篇
に
も
、
類
似
の
論
が
展
開
さ
れ
る
。

君
之
所
以
尊
卑
、
國
之
所
以
安
危
者
、
莫
要
於
兵
。
故
誅
暴

國
必
以
兵
、
禁
辟
民
必
以
刑
。
然
則
兵
者
外
以
誅
暴
、
内
以

禁
邪
。
故
兵
者
尊
主
安
國
之
経
也
、
不
可
暖
。
（
『
管
子
』
参

患
篇
）

君
の
尊
卑
あ
る
所
以
、
國
の
安
危
あ
る
所
以
の
者
は
、
兵
よ

り
要
な
る
は
莫
し
。
故
に
暴
國
を
誅
す
る
に
は
必
ず
兵
を
以

て
し
、
辟
民
を
禁
ず
る
に
は
必
ず
刑
を
以
て
す
。
然
ら
ば
則

ち
兵
と
は
外
に
以
て
暴
を
誅
し
、
内
に
以
て
邪
を
禁
ず
。
故

に
兵
は
主
を
尊
び
國
を
安
ん
ず
る
の
経
な
り
て
、
暖
す
べ
か

ら
ず
。

管
仲
は
、
君
主
の
尊
卑
•
国
家
の
安
危
に
は
兵
が
鍵
と
な
る
と

し
、
暴
国
を
誅
伐
し
、
邪
民
を
罰
す
る
手
段
と
し
て
兵
を
用
い
る

こ
と
を
説
く
。
ま
た
「
兵
と
は
外
に
以
て
暴
を
誅
し
、
内
に
以
て

邪
を
禁
ず
」
と
、
国
内
・
国
外
に
場
合
分
け
し
て
兵
を
論
じ
て
い

る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
兵
刑
一
致
」
の
思
想
で
あ
り
、
こ
の
点
も

『
蓋
甑
』
と
非
常
に
よ
く
似
た
兵
論
で
あ
る
。
だ
が
『
管
子
』
に

は
、
兵
と
は
覇
者
が
用
い
る
も
の
と
す
る
、
次
の
よ
う
な
記
述
も

見
え
る
。明

一
者
皇
、
察
道
者
帝
、
通
徳
者
王
、
謀
得
兵
勝
者
覇
。
故

夫
兵
、
雖
非
備
道
至
徳
也
、
然
而
所
以
輔
王
成
覇
。
（
『
管
子
』
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兵
法
篇
）

一
を
明
ら
か
に
す
る
者
は
皇
た
り
、
道
を
察
す
る
者
は
帝
た

り
、
徳
に
通
ず
る
者
は
王
た
り
、
謀
り
て
兵
勝
を
得
る
者
は

覇
た
り
。
故
に
夫
の
兵
は
、
道
を
備
え
徳
を
至
す
に
非
ざ
る

と
雖
も
、
然
る
に
王
を
輔
け
て
覇
を
成
す
所
以
な
り
。

管
仲
は
、
「
皇
」
・
「
帝
」
・
「
王
」
・
「
覇
」
の
四
段
階
を
設
け
、

「
兵
」
（
軍
事
）
は
最
下
位
の
覇
者
が
用
い
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。

そ
し
て
兵
（
軍
事
）
は
、
「
道
」
・
「
徳
」
を
備
え
た
も
の
で
は
な

い
と
し
な
が
ら
も
、
「
王
を
輔
け
覇
を
成
す
所
以
な
り
」
と
あ
る
よ

う
に
、
王
者
を
助
け
て
覇
業
を
成
就
す
る
手
段
に
は
な
る
と
し
て
、

一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。

前
述
の
如
く
、
『
管
子
』
と
『
蓋
廠
』
に
見
え
る
義
兵
説
は
、
多

く
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
『
管
子
』
で
は
、
兵
は
覇

者
が
用
い
る
も
の
と
し
、
あ
く
ま
で
周
王
を
補
佐
す
る
覇
者
の
立

場
か
ら
の
兵
論
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
蓋
腐
』
で
は
、

覇
者
は
全
く
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
終
始
王
者
の
兵
を
論
じ
て
い

る
。
か
か
る
相
違
は
、
中
原
文
化
の
受
容
の
有
無
と
い
う
斉
と
呉

の
地
域
的
差
違
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
『
蓋
甑
』
で
は
そ
も
そ
も

天
下
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
統
治
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
と
も
関

係
し
よ
う
。

さ
て
、
第
一
章
で
は
、
天
時
に
適
う
用
兵
を
行
う
こ
と
で
、
天

下
全
体
の
統
治
者
た
る
王
者
に
さ
え
成
り
得
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
た
。
天
時
に
従
う
こ
と
は
、
天
の
意
志
に
従
う
こ
と
で
も
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
『
蓋
廠
』
で
は
、
単
に
軍
事
力
に
よ
っ
て
天
下
を

平
定
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
軍
事
行
動
が
天
意

を
得
て
い
る
か
否
か
が
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
八
章
の
中
で
、
閾
甑
は
天
を
代
行
し
て
誅
伐
を
行
お
う
と
し
て

い
た
が
、
こ
れ
も
天
意
に
適
う
用
兵
の
主
張
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
要
す
る
に
、
『
蓋
甑
』
の
義
兵
説
は
、
人
格
神
と
し
て
の
天

を
根
幹
に
据
え
た
兵
論
で
あ
る
点
に
特
色
を
持
つ
と
言
え
る
。

も
っ
と
も
、
人
格
神
と
し
て
の
天
と
軍
事
（
兵
）
を
結
び
つ
け

る
思
考
は
『
蓋
腐
』
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
『
尚
書
』

の
武
王
克
殷
の
記
事
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
例
え
ば
『
尚
書
』
泰

誓
篇
に
は
、
武
王
が
殷
の
紺
王
を
討
伐
す
る
際
、
そ
の
軍
事
行
動

を
天
命
と
し
て
正
当
化
す
る
以
下
の
よ
う
な
言
葉
が
見
え
る
。

今
、
商
王
受
（
紺
王
）
、
弗
敬
上
天
、
降
災
下
民
。
沈
涌
冒
色
、

敢
行
暴
虐
。
…
…
皇
天
震
怒
、
命
我
文
考
（
文
王
）
、
粛
将
天

威
、
大
勲
未
集
。
：
：
・
・
天
命
誅
之
。
予
弗
順
天
、
蕨
罪
惟
鉤
。

（
『
尚
書
』
泰
誓
上
）

今
、
商
王
受
（
紺
王
）
、
上
天
を
敬
せ
ず
、
災
を
下
民
に
降
す
。

沈
涌
冒
色
、
敢
え
て
暴
虐
を
行
う
。
…
…
皇
天
震
怒
し
、
我

つ

つ

し

お

こ

な

が
文
考
（
文
王
）
に
命
じ
、
粛
み
て
天
威
を
将
う
も
、
大
勲
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未
だ
集
ら
ず
°
・
・
・
・
・
・
天
命
じ
て
之
を
誅
す
。

そ

ひ

と

ざ
れ
ば
、
蕨
の
罪
は
惟
れ
鉤
し
。

予
れ
天
に
順
わ

武
王
は
、
天
を
蔑
ろ
に
し
て
暴
虐
を
は
た
ら
く
殷
の
紺
王
に
対

し
上
天
（
皇
天
）
が
嘗
て
討
伐
を
命
じ
た
が
、
父
の
文
王
の
時
代

に
は
果
た
せ
ず
、
今
度
は
自
分
に
命
が
降
っ
た
と
し
て
自
己
の
軍

事
行
動
を
正
当
化
す
る
。
殷
の
討
伐
を
天
命
と
し
、
天
と
兵
を
結

び
つ
け
る
点
は
『
蓋
廠
』
の
義
兵
説
と
軌
を
一
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
細
か
く
見
る
と
両
者
に
は
差
異
も
存
在
す
る
。
『
尚
書
』

で
は
、
人
格
神
と
し
て
の
天
が
文
王
や
武
王
に
直
接
誅
伐
を
命
ず

る
、
単
純
で
直
接
的
な
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
蓋

廠
』
で
は
、
天
か
ら
特
定
の
個
人
に
命
が
降
る
と
は
さ
れ
ず
、
天

意
の
反
映
で
あ
る
天
時
に
従
う
者
が
王
者
と
な
る
と
説
か
れ
て
お

り
、
天
と
為
政
者
の
間
に
天
時
を
介
す
る
や
や
複
雑
で
間
接
的
な

構
造
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
『
蓋
甑
』
の
義
兵
説
は
、
天
を
代
行
し

て
誅
伐
を
行
う
と
い
う
点
で
は
武
王
克
殷
と
近
似
す
る
が
、
人
格

神
と
し
て
の
天
よ
り
も
、
そ
の
意
志
の
反
映
で
あ
る
天
時
が
前
面

に
出
て
い
る
点
に
は
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
蓋
廠
』
に
見
え
る
兵
陰
陽
家
の
用
兵
法
に
つ
い
て
は
、
前
述

の
如
く
既
に
多
く
の
論
考
が
あ
り
、
ま
た
前
掲
の
拙
稿
で
も
卑
見

を
述
べ
た
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
陰
陽
・
日
月
•
四
時
•
五

行
の
推
移
に
従
う
こ
と
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が

天
時
に
従
う
こ
と
の
具
体
的
内
容
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
『
蓋
廠
』

の
陰
陽
流
兵
法
は
、
単
に
戦
争
の
勝
敗
を
占
う
と
い
う
目
的
に
と

ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
天
意
に
従
う
と
い
う
上
天
信
仰
を
基
盤
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
天
の
意
志
に
従
う
か

ら
こ
そ
、
天
下
全
体
の
支
配
者
と
成
り
得
る
と
の
思
考
が
は
た
ら

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
再
度
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
義
兵
の
主

張
自
体
は
、
『
荀
子
』
や
『
尉
線
子
』
に
も
見
え
る
が
、
『
蓋
廠
』

の
義
兵
説
は
「
兵
刑
一
致
」
を
説
く
点
で
『
管
子
』
に
よ
り
近
い

性
格
を
示
す
。
た
だ
し
、
『
管
子
』
は
覇
者
の
立
場
に
立
脚
し
た
義

兵
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
蓋
甑
』
で
は
天
下
全
体
の
支
配
者
た
る

王
者
の
立
場
か
ら
の
義
兵
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
後

に
は
上
天
が
存
在
し
、
天
時
へ
の
随
順
を
説
く
の
も
、
天
意
に
従

う
者
が
王
者
と
成
り
得
る
と
す
る
上
帝
信
仰
を
基
盤
に
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
は
、
春
秋
末
の
呉
王
閾
麿
と
伍
子
晋
の
問
答
形
式
を
と
り
、

ま
た
、
先
述
の
如
く
、
少
な
く
と
も
戦
国
期
に
は
成
立
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
編
築
時
期
は
、
春
秋
後
期
か
ら

戦
国
後
期
ま
で
の
間
と
推
定
さ
れ
る
。

六
｀
「
自
立
為
王
者
」
と
『
蓋
薩
』
の
成
書
時
期
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本
書
の
成
立
時
期
、
及
び
著
者
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

①
春
秋
後
期
、
伍
子
定
自
の
著
作
と
す
る
呉
栄
曽
説
、
②
戦
国
前
期
、

伍
子
脊
の
門
人
弟
子
の
作
と
す
る
曹
錦
炎
説
、
③
戦
国
後
期
、
ま

た
は
秦
漢
の
際
、
後
人
の
仮
託
に
よ
る
著
作
と
す
る
部
鴻
説
、
以

上
の
三
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
(
i
F
6
)
0

前
掲
の
拙
稿
で
は
、
②
の
曹
錦
炎
説
に
従
い
つ
つ
も
、
そ
の
成

書
時
期
に
つ
い
て
は
戦
国
前
期
か
ら
中
期
頃
と
推
定
し
た
。
本
節

で
は
、
前
節
で
検
討
し
た
「
自
立
為
王
者
」
の
解
釈
も
含
め
、
再

度
『
蓋
底
』
の
成
書
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

先
ず
①
春
秋
後
期
説
は
、
本
書
が
春
秋
末
の
閾
麿
と
伍
子
詈
の

問
答
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
対
話
は
実
録
と
は
見
倣
し
難
い
節
が
あ

る
。
例
え
ば
、
伍
子
脅
は
、
「
天
之
八
時
」
・
「
天
四
残
」
・
「
七
術
」
．

「
日
有
八
勝
」
・
「
此
十
者
」
な
ど
、
し
ば
し
ば
数
を
示
し
て
整
然

と
答
え
て
い
る
。
本
書
に
後
人
の
整
理
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
成
立
を
春
秋
後
期
と
す
る

の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

次
の
②
戦
国
前
期
説
は
、
本
書
に
戦
国
前
期
の
成
書
で
あ
る
『
孫

子
』
と
同
文
が
見
え
る
点
、
及
び
、
本
書
中
の
聖
賢
と
し
て
の
黄

帝
像
が
、
戦
国
中
後
期
の
法
家
の
著
作
に
見
え
る
専
制
君
主
的
黄

帝
像
と
は
異
な
る
点
等
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
確
か
に
前
者
は
、

本
書
に
戦
国
前
期
に
も
遡
り
得
る
古
い
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
可

能
性
を
示
唆
す
る
が
、
そ
の
類
似
文
が
『
孫
子
』
か
ら
の
引
用
文

で
あ
る
可
能
性
も
決
し
て
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て

も
、
拙
稿
で
指
摘
し
た
如
く
、
『
蓋
腐
』
と
類
似
す
る
黄
帝
像
は
、

戦
国
前
中
期
の
成
書
と
さ
れ
る
『
十
六
経
』
に
も
見
え
和
7
)
、
必

ず
し
も
戦
国
中
後
期
に
見
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
「
黄
帝
書
」
の
側
に
は
五
行
思
想
が
見

え
な
い
の
に
対
し
、
『
蓋
麿
』
で
は
黄
帝
と
五
行
思
想
が
結
び
つ
け

ら
れ
、
し
ば
し
ば
五
行
相
勝
の
理
論
に
基
づ
く
用
兵
法
が
展
開
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

五
行
相
勝
説
と
い
え
ば
、
戦
国
後
期
に
活
躍
し
た
鄭
術
（
前
三

0
五

S
前
二
四

0
年
）
の
五
徳
終
始
説
が
有
名
だ
が
、
五
行
相
勝

説
自
体
は
、
『
孫
子
』
虚
実
篇
「
五
行
に
恒
勝
元
し
」
や
、
『
墨
子
』

経
下
篇
「
五
行
に
常
勝
母
し
」
に
も
見
え
る
。
『
孫
子
』
(
+
三
篇

『
孫
子
』
を
指
す
）
の
成
立
は
、
春
秋
末
か
ら
戦
国
前
期
の
成
書

と
の
見
方
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
の
で
（
注
8
)
、
五
行
相
勝
思
想
の

成
立
も
こ
れ
を
遡
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
五
行

相
勝
の
思
想
が
兵
法
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
「
五
壌
の
勝
は
、
青
は
黄
に
勝
ち
、

黄
は
黒
に
勝
ち
、
黒
は
赤
に
勝
ち
、
赤
は
白
に
勝
ち
、
白
は
青
に

勝
つ
」
（
『
孫
腋
兵
法
』
地
裸
篇
）
、
及
び
「
勝
つ
有
り
、
勝
た
ざ

る
有
る
は
、
五
行
是
れ
な
り
」
・
「
之
を
制
す
る
に
五
行
を
以
て
す
」

（
同
書
奇
正
篇
）
等
、
戦
国
中
期
に
活
躍
し
た
孫
腋
の
兵
法
を
記
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す
『
孫
腋
兵
法
』
の
中
に
、
そ
の
萌
芽
的
な
要
素
が
見
え
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
点
よ
り
み
れ
ば
、
『
蓋
麿
』
の
成
立
は
戦
国
中
期
以

降
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
も
う
―
つ
、
本
書
の
成
立
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
と

な
る
の
が
、
本
書
第
九
章
中
の
「
其
の
徳
母
き
者
、
自
ら
置
き
て

君
と
為
り
、
自
ら
立
ち
て
王
と
為
る
者
は
、
之
を
攻
む
」
と
い
う

一
文
で
あ
る
。
部
鴻
氏
は
、
「
自
置
為
君
」
は
前
四

0
三
年
に
韓
趙

魏
が
晋
を
三
分
し
て
以
降
に
出
現
し
た
現
象
で
あ
り
、
ま
た
、
「
自

立
為
王
」
は
前
三
世
紀
に
普
遍
的
に
発
生
し
た
状
況
で
あ
る
と
し

て
、
『
蓋
麿
』
の
成
書
を
戦
国
後
期
以
降
と
推
測
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
後
者
の
「
自
立
為
王
」
と
い

う
記
述
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
当
時
、
王
号
を
自
称
す
る
者
が
存

在
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
で
は
一
体
、
こ
れ
は
何
時
頃

の
時
代
状
況
と
適
合
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

可
能
性
の
一
っ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
春
秋
末
の
越
国
で

あ
る
。
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
越
は
允
常
（
在

位
前
五
三
八
年

S
前
四
九
六
年
）
の
時
代
、
或
い
は
そ
の
子
の
句

践
（
在
位
前
四
九
六
年
＼
前
四
六
五
年
）
の
時
代
に
称
王
を
開
始

し
て
い
る
（
注
9
)
。
新
興
の
越
国
は
、
呉
王
閾
廠
に
と
っ
て
決
し
て

好
ま
し
い
存
在
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
自
分
と

同
じ
王
号
を
称
す
る
こ
と
は
、
容
認
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
本
書
が
春
秋
末
の
問
答
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
「
自
立
為
王
」
と
は
、
越
王
を
指
す
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
九
章
で
攻
撃
対
象
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
君

主
は
、
特
定
の
個
人
を
指
す
と
い
う
よ
り
も
、
当
時
、
こ
う
し
た

君
主
が
頻
繁
に
出
現
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し

て
み
れ
ば
、
郡
鴻
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
現
象
が
普

遍
的
に
発
生
し
た
時
期
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
郡
鴻
氏
は

「
自
立
為
王
」
を
前
三
世
紀
の
普
遍
的
な
現
象
と
す
る
が
、
中
原

諸
国
の
称
王
は
前
四
世
紀
後
半
、
す
な
わ
ち
戦
国
中
期
後
半
の
前

三
三

0
年
前
後
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
斤
10)°

従
っ

て
、
「
自
立
為
王
」
と
い
う
現
象
は
、
戦
国
中
期
後
半
か
ら
、
戦
国

後
期
の
時
代
状
況
と
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
郡
鴻
氏
は
、

本
書
の
成
書
時
期
と
し
て
秦
漢
の
際
と
い
う
可
能
性
も
提
示
す
る

が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
該
墓
の
下
葬
時
期
に
接
近
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
本
書
の
成
書
は
、
戦
国
中
後
期
、
よ
り

限
定
す
れ
ば
、
戦
国
中
期
後
半
か
ら
戦
国
後
期
で
あ
る
可
能
性
が

最
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
前
稿
に
お
い
て
は
本
書
の
成
立
時
期

を
戦
国
前
中
期
と
推
定
し
た
が
、
以
上
の
よ
う
に
修
正
を
行
う
こ

と
と
し
た
い
。
本
書
の
成
書
時
期
を
巡
っ
て
は
未
だ
謎
が
多
い
。

今
後
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
多
方
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
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(
1
)

同
墓
よ
り
出
土
し
た
「
暦
譜
」
に
は
、
漢
の
高
祖
五
年
（
前
二

O

二
年
）
四
月
か
ら
、
呂
后
二
年
（
前
一
八
六
年
）
後
九
月
ま
で
の

各
月
に
お
け
る
朔
日
の
干
支
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
発
掘
状

況
の
詳
細
は
、
荊
州
地
区
博
物
館
「
江
陵
張
家
山
三
座
漢
墓
出
土

大
批
竹
簡
」
（
『
文
物
』
一
九
八
五
年
第
一
期
）
を
参
照
。

(
2
)
『
蓋
麿
』
中
の
兵
陰
陽
家
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
は
、
田

旭
東
「
張
家
山
《
蓋
麿
》
中
的
兵
陰
陽
家
」
（
『
歴
史
研
究
』
二

O

0
二
年
第
六
期
）
、
田
旭
東
「
新
公
布
的
竹
簡
兵
書
—
《
蓋
麿
》
」
（
『
中

華
文
化
論
壇
』
二

0
0
三
年
第
一
期
）
、
石
井
真
美
子
「
張
家
山
漢

簡
『
蓋
鷹
』
に
見
ら
れ
る
兵
陰
陽
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
学

林
』
第
四
十
六
•
四
十
七
号
、
二

0
0
八
年
三
月
）
等
が
あ
る
。

(
3
)

田
旭
東
「
新
公
布
的
竹
簡
兵
書
ー
《
蓋
麿
》
」
（
『
中
華
文
化
論
壇
』

二
0
0
三
年
第
一
期
）

(
4
)
李
鋭
「
張
家
山
漢
簡
《
蓋
麿
》
散
札
」
（
簡
吊
研
究

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
 

j
i
a
n
b
o
.
 o
r
g
)
 I

―〇
(3
―
一
年
六
月
一
―
十
七
日
）
に
従
い
、
「
謀
」
・
「
何
」

の
二
字
を
補
う
。

(
5
)
連
勁
名
「
張
家
山
漢
簡
《
蓋
麿
》
考
述
」
（
『
中
国
歴
史
文
物
』
ニ

0
0
五
年
第
二
期
）

(
6
)
呉
栄
曽
「
蓋
麿
初
探
」
（
儒
蔵
網
姑

(
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
r
u
z
a
n
g
.
n
e
t
)

注

二
0
0
八
年
八
月
現
在
、
閲
覧
不
能
）
、
曹
錦
炎
「
論
張
家
山
漢
簡
《
蓋

璽
〉
」
（
『
東
南
文
化
』
二

0
0
二
年
第
九
期
）
、
部
鴻
『
張
家
山
漢
簡

《
蓋
腐
》
研
究
』
（
文
物
出
版
社
、
二

0
0
七
年
十
一
月
）
参
照
。

(
7
)
唐
蘭
「
馬
王
堆
出
土
《
老
子
》
乙
本
巻
前
古
侠
書
的
研
究
」
（
『
考

古
学
報
』
一
九
七
五
年
第
一
期
）
で
は
、
「
黄
帝
書
」
の
成
書
を
戦
国

前
中
期
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

(
8
)

浅
野
裕
一
「
十
三
篇
『
孫
子
』
の
成
立
事
情
」
（
『
島
根
大
学
教
育

学
部
紀
要
』
第
十
三
巻
、
一
九
七
九
年
）
、
湯
浅
邦
弘
『
中
国
古
代
軍

事
思
想
史
の
研
究
』
（
研
文
出
版
、
一
九
九
九
年
）
等
を
参
照
。

(
9
)
『
史
記
』
越
王
句
践
世
家
の
正
義
が
引
く
輿
地
志
に
は
、
「
越
侯
夫

諏
有
り
、
子
を
允
常
と
日
う
。
土
を
拓
き
始
め
て
大
と
な
り
、
王
を

稲
す
」
と
あ
り
、
ま
た
『
漢
書
』
地
理
志
下
に
は
、
「
後
二
十
世
、
句

践
に
至
り
て
王
を
稲
す
」
と
あ
る
。

(10)
『
史
記
』
の
各
世
家
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
各
国
の
称
王
は
、
魏
（
前

三
三
四
年
）
・
斉
（
前
三
三
四
年
）
・
秦
（
前
三
二
五
年
）
．
燕
（
前
三

二
三
年
）
・
韓
（
前
三
二
年
）
。
た
だ
し
、
そ
の
称
王
の
時
期
に
つ

い
て
は
諸
説
あ
る
。

[
付
記
]

本
稿
は
、
平
成
二
十
年
度
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特

別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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